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１．はじめに
　本稿は、欧州各国の知的財産制度について、複数
回に分けて紹介するものである。今回は、ポルトガ
ルの知的財産制度のうち、特許制度、実用新案制度
を中心に解説する。

２．総論
　ポルトガルの産業財産法には、特許法、実用新案

法、意匠法、商標法が規定され、その他、半導体製
品の回路配置、商号、不正競争行為についても規定
されている。
　ポルトガルでは、特許などの産業財産法の制定は、
1837年及び1852年に遡る。その後、1883年のパリ条
約に対応して、1892年、1894年に改正が行われてい
る。
　現在の産業財産法は、1940年に制定されたもので
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